
 

児
童
虐
待
防
止
対
策
及
び
社
会
的
養
育
の
予
算
の
抜
本
的
拡
充
を
求
め
る
決
議 

   

平
成
二
十
八
年
に
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
全
会
一
致
で
成
立
し
、
子
ど
も
が
権
利
の

主
体
で
あ
る
こ
と
を
位
置
づ
け
る
と
い
う
大
き
な
視
点
の
転
換
が
な
さ
れ
る
と
と
も
に
、
子
ど
も
の
家
庭
養

育
優
先
原
則
が
明
記
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
改
正
児
童
福
祉
法
を
具
現
化
す
る
「
新
し
い
社
会
的
養
育
ビ
ジ
ョ

ン
」
に
基
づ
い
た
「
都
道
府
県
社
会
的
養
育
推
進
計
画
の
策
定
要
領
」（
以
下
、「
策
定
要
領
」
）
が
、
本
議

連
と
の
合
意
の
後
、
本
年
七
月
六
日
付
局
長
通
知
と
し
て
発
出
さ
れ
、
こ
こ
に
我
が
国
子
ど
も
家
庭
福
祉
の

パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
が
全
都
道
府
県
で
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
平
成
三
十
一
年
度
予
算
は
、
当
該
「
策
定
要
領
」
に
基
づ
い
た
全
て
の
項
目
が
、

都
道
府
県
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
最
初
の
年
度
に
な
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
従
来
の
予
算
を
抜
本
的
に
見

直
し
た
予
算
編
成
と
す
べ
き
で
あ
る
。 

一
方
で
、「
策
定
要
領
」
の
議
論
を
行
っ
て
い
る
最
中
に
発
生
し
た
東
京
都
目
黒
区
の
五
歳
の
女
児
虐
待

死
亡
事
件
な
ど
死
亡
事
例
が
後
を
絶
た
な
い
状
況
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
さ
ら
な

る
強
化
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
「
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
強
化
に
向
け
た
緊
急
総
合
対
策
」

に
基
づ
く
児
童
相
談
所
・
市
町
村
等
の
体
制
強
化
は
優
先
し
て
実
現
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
里
親
等
の
委
託
率
に
つ
い
て
は
、
全
国
平
均
で
二
割
弱
に
留
ま
り
、
伸
び
率
も
毎
年
一
％
程
度
と

低
く
、
自
治
体
間
格
差
も
大
き
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
な
ど
、
家
庭
養
育
優
先
原
則
が
徹
底
さ
れ
て
い
る
と

は
言
い
難
い
。
さ
ら
に
要
保
護
児
童
の
多
く
が
保
護
、
支
援
を
必
要
と
し
な
が
ら
家
庭
内
に
取
り
残
さ
れ
て

い
る
と
推
察
さ
れ
る
こ
と
も
踏
ま
え
る
と
、
一
時
保
護
解
除
の
際
の
医
療
機
関
と
の
連
携
強
化
等
を
含
め
、

広
範
な
改
革
を
同
時
か
つ
迅
速
に
進
め
る
必
要
が
あ
る
。 

「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
二
○
一
八
」（
平
成
三
十
年
六
月
十
五
日
閣
議
決
定 

）
に
お
い
て
、

児
童
虐
待
防
止
対
策
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
的
養
育
を
「
迅
速
か
つ
強
力
に
推
進
す
る
」
と
明
記
さ
れ
て
い

る
。 つ

い
て
は
、
当
議
連
と
し
て
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
の
予
算
の
抜
本
的
拡
充
を
政
府
に
対
し
て
強
く
求

め
る
。 

  

一 

「
都
道
府
県
社
会
的
養
育
推
進
計
画
の
策
定
要
領
」
の
各
項
目
の
実
現
を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る
以

下
の
事
項
の
確
実
な
実
現 

・ 

「
訪
問
ア
ド
ボ
ケ
イ
ト
」
な
ど
子
ど
も
の
権
利
を
代
弁
す
る
方
策
に
対
す
る
予
算
措
置
お
よ
び
子
ど

も
の
権
利
擁
護
に
関
す
る
仕
組
み
の
構
築 

・ 

市
町
村
に
お
け
る
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
の
設
置
促
進 

・ 

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
の
機
能
強
化 

・ 

民
間
フ
ォ
ス
タ
リ
ン
グ
機
関
へ
の
十
分
な
予
算
措
置 

・ 

特
別
養
子
縁
組
制
度
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
が
全
て
利
用
可
能
と
す
る
民
法
改
正
の
迅
速
な
実
現
お

よ
び
養
子
縁
組
支
援
体
制
の
強
化 

・ 

職
員
と
子
ど
も
と
が
、
例
え
ば
、
一
対
一
以
上
の
配
置
基
準
と
す
る
な
ど
、
手
厚
い
ケ
ア
が
可
能
と



な
る
児
童
養
護
施
設
等
の
小
規
模
か
つ
地
域
分
散
化
の
推
進 

・ 
ケ
ア
ニ
ー
ズ
が
非
常
に
高
い
子
ど
も
に
専
門
的
な
ケ
ア
を
行
う
高
機
能
化
施
設
等
に
お
け
る
職
員
配

置
基
準
の
抜
本
的
強
化 

・ 

施
設
が
行
う
家
庭
養
育
支
援
に
対
す
る
、
在
宅
支
援
措
置
費
の
創
設
な
ど
十
分
な
予
算
措
置 

・ 

既
存
の
一
時
保
護
所
の
小
規
模
化
お
よ
び
環
境
改
善
に
向
け
た
改
築
に
か
か
る
予
算
措
置
、
お
よ
び
、

小
規
模
化
さ
れ
た
一
時
保
護
所
お
よ
び
一
時
保
護
専
用
施
設
の
職
員
の
配
置
基
準
の
抜
本
的
強
化 

  

二 

「
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
強
化
に
向
け
た
緊
急
総
合
対
策
」（
平
成
三
十
年
七
月
二
十
日
）
に
基
づ
く

児
童
相
談
所
・
市
町
村
の
体
制
強
化
を
は
じ
め
と
す
る
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
強
化 

・ 

児
童
福
祉
司
の
専
門
性
の
強
化 

・ 

児
童
相
談
所
の
弁
護
士
・
医
師
等
の
専
門
職
配
置
の
促
進
強
化 

・ 

中
核
市
、
特
別
区
に
お
け
る
児
童
相
談
所
設
置
の
促
進
強
化 

・ 

市
町
村
職
員
お
よ
び
市
町
村
が
設
置
す
る
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
に
関
わ
る
人
件
費
に
か
か
る

予
算
措
置
の
強
化 

・ 

子
ど
も
家
庭
福
祉
に
関
わ
る
市
町
村
職
員
お
よ
び
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
職
員
に
対
す
る
研
修
の

法
定
化
お
よ
び
研
修
機
能
の
強
化 

・ 

フ
ォ
ス
タ
リ
ン
グ
機
関
、
一
時
保
護
所
お
よ
び
児
童
養
護
施
設
等
の
代
替
養
育
に
従
事
す
る
職
員
を

対
象
と
し
た
研
修
機
関
の
新
設
と
研
修
機
能
の
強
化 

・ 

児
童
相
談
所
お
よ
び
一
時
保
護
所
を
評
価
す
る
機
関
の
創
設 

 
 

 

以
上
決
議
す
る
。 

   

平
成
三
十
年
八
月
二
十
九
日 

  

自
由
民
主
党
「
児
童
の
養
護
と
未
来
を
考
え
る
議
員
連
盟
」 


